
公営競技納付金制度について 



関係法令 

  附 則 

  (公営競技を行う地方公共団体の納付金) 

  第32条の２ 地方公共団体は、昭和45年度から平成27年度までの間に法律の定め 

  るところにより公営競技を行うときは、地方債の利子の軽減に資するための資金 

  として、毎年度、政令で定めるところにより、当該公営競技の収益のうちから、そ 

  の売得金又は売上金の額に1,000分の12以内において政令で定める率を乗じて 

  得た金額に相当する金額を地方公共団体金融機構に納付するものとする。 

 

地方財政法(昭和23年法律第109号)(抄) 



目 的 

・ 地方公共団体金融機構法 

・ 地方公共団体に対して長期かつ低利の資金を融通 
  →地方公共団体の財政の健全な運営及び住民の福祉の増進に寄与 
・ “地方の、地方による、地方のための”地方債資金共同調達機関 

根 拠 法 

設 立 
・ 平成20年８月１日  地方公営企業等金融機構設立（地方共同法人） 

・ 平成21年６月１日  地方公共団体金融機構へ改組（地方共同法人） 

名 称 ・ 地方公共団体金融機構（Japan Finance Organization For Municipalities:ＪＦＭ） 

出 資 金 ・ 総額 １６６億２１０万円（全ての都道府県・市区町村が出資） 

都道府県 
４兆４,８４５億円，１

９％ 

総額 
   ２３兆８３０億円 

企業団・組合等  
７,１１４億円， 

３％ 

政令指定都市 
４兆３,００６億円， 

１９％ 

市及び特別区 
１１兆８,７１３億円，５

１％ 

町村 
１兆７,１５１億円，

７％ 

■団体別貸付状況 
  （平成25年度末） 

水道 
３兆７,５７２億円，１

６％ 

総額 
   ２３兆８３０億円 

その他  
２兆６,７０５億円，

１２％ 

下水道 
８兆３,８７７億円， 

３６％ 
病院 

７,１１６億円，３％ 

交通 
１兆２,６００億円，

５％ 

公営住宅 
４,２３０億円，

２％ 

旧臨時地方道路整備事業 
２兆５,５５２億円， 

１１％ 

臨時財政対策債 
３兆３,１７９億円，１

４％ 

■事業別貸付状況 
  （平成25年度末） 

 （前身：公営企業金融公庫（国の特殊法人）） 

地方公共団体金融機構の概要 



貸付額の推移 
● 平成２０年度までは上下水道、旧臨時３事業のウエイトが高かったが、平成 
 ２１年度から一般会計債及び臨時財政対策債が新たに貸付対象となったこと 
 で、事業ごとの構成比は大きく変化。 
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地方公共団体金融機構 
 
○ 外部有識者の代表者会議の参画 
○ 会計監査人による監査 
○ ALMの実施 等 

 
長期・低利 

運用益で 
利下げ 

地方公共団体金融機構の基本的な仕組み 

資金調達 

（債券発行残高19.5兆円） 

貸 付 け 

（貸付残高23.0兆円） 

※平成２６年３月末現在 

出資・経営参画 

 
地方の資金需要への 

積極的な対応 
  → 長期・低利資金の 

  安定的な供給 

 

資本市場における 
確固たる信認 

→ スケールメリットを活かした 
効率的な資金調達 
  を安定的に実現 

 

国内市場 

及び 

海外市場 

 

責任あるガバナンスの確保 
 

→ 地方三団体選任委員 
 による代表者会議 

地方公共団体 
健全化基金 

金利変動準備金等 

約 3.3 兆円 

約 0.9 兆円 

地方金融機構債 
 （一般担保付） 
※既往の政保債の 
 借換分は政府保証付 

地方公共団体の資本市場か
らの資金調達に関する支援 

 

地方支援業務 

地方公共団体  

○普通会計 

○公営企業会計 

水道・下水道・交通・ 
公営住宅・病院等 

公営競技納付金 
 

公営競技（競馬、競
輪、オートレース、競
艇）の収益金の一部 

 



現行の公営競技納付金算定方法 

○ 地方財政法附則第３２条の２ 

 ① 売上額に応じて算定した額   

 ② 納付限度額 

 （ 売上額 － 基礎控除額４０億円 ） × １.０％ 

（ 収益額 － 基礎控除額０.７億円 ） × 下表の率  

 累積赤字のある場合は納付免除 

「公営競技の収益のうちから、売得金又は売上金の額に１,０００ 
分の１２以内において政令で定める率を乗じて得た金額」 

○ 地方財政法施行令附則第２条：以下の①、②のいずれか低い額を納付 

 売上額 ２５０億円以下の部分 ５０％ 

       ２５０億円超３５０億円以下の部分 ６０％ 

       ３５０億円超４５０億円以下の部分 ７０％ 

       ４５０億円超５５０億円以下の部分 ８０％ 

       ５５０億円超６５０億円以下の部分 ９０％ 

       ６５０億円超の部分 １００％ 

累積 



公営競技納付金の算定方法について 

年度 制度内容 

昭和45年度 

制度創設 
 

・売上基礎控除額：５億円 
・納  付  率：1.0％以内（昭和50年度まで0.5％、昭和51年度0.7％、昭和52年度0.8％） 

・納付限度額：収益の額 

         累次の見直し（昭和53年度、62年度、平成８年度、18年度） 
 

         →（平成18年度）          
 

         ・売上基礎控除額：20億円 
         ・納  付  率：1.2％（基礎控除後の売上額30億円以下の部分は1.1％） 
         ・納付限度額：収益の額（売上額に応じた留保率を設定） 

平成23年度 

抜本的見直し 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

計算方法：（売上額－売上基礎控除額）×納付率 

・施行団体の負担を大幅に軽減 
・一定規模以上の黒字団体に限定 

・売上基礎控除額：40億円に引上げ 
・納  付  率：一律1.0％に引下げ 
・納付限度額：(収益額－0.7億円)×50％(売上額に応じて増加) 
・累積赤字がある団体は免除 
・３年分割納付制度の導入 



（単位：億円）
公営競技
納付金
( )は売上比

計 競馬 競輪 オート 競艇 計 競馬 競輪 オート 競艇 計
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※１　売上額は施行者協議会統計資料、一般会計等への繰出金は地方財政状況調査による。
※２　公営競技納付金は、機構（公庫）の決算額ベース（当該年度納付額－当該年度還付額）である。
※３　２０年度の公営競技納付金は、従前の分割納付・事後還付制度から精算納付制度に切り替わったことにより、
　　　２０年度開催分の納付がなく、１９年度以前開催分の還付のみ生じたため、マイナスとなっている。
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公営競技売上額・繰出金・納付金の推移 



公営競技納付金制度に係る要望の状況について 

 ・全国競輪施行者協議会 

  全国ﾓｰﾀｰﾎﾞｰﾄ競走施行者協議会 

  全国公営競馬主催者協議会 

  全国小型自動車競走施行者協議会 

  ※４団体連名(10月22日) 

 ・全国ﾓｰﾀｰﾎﾞｰﾄ競走施行者協議会(10月23日) 

 ・全国競艇主催地議会協議会(11月11日) 

 ・全国競輪主催地議会議長会(11月20日) 

 ・東海ブロック競輪場所在地議会議長会 
                (11月12日)  

 ・地方六団体(10月21日) 

 ・全国知事会(10月７日) 

 ・全国市長会(11月13日) 

 ・全国町村会(11月19日) 

 ・全国都道府県議会議長会(10月28日) 

 ・全国市議会議長会(11月19日) 

 ・全国町村議会議長会(11月12日) 

 ・地方公共団体金融機構(10月７日) 

 ・地方公営企業連絡協議会(10月23日) 

《各競技施行者協議会等からの廃止要望》 《地方六団体等からの延長要望》 



地域主権型地方財政のあり方及び平成２２年度の地方財政についての意見（抜粋） 

第三 地域主権確立への第一歩としての地方自主財源の確保 

～平成22年度の地方税財政対策～  

  ８ 公債費負担の軽減と地方債資金の確保 

    公営競技納付金制度は、地方公共団体金融機構の重要な財務基盤であり、全 

   国的なレベルでの公営競技収益金の均てん化措置として、重要かつ有効な手段 

   であることにかんがみ、平成23年度以降においてもその延長を図るべきである。 

平成21年12月18日 
地方財政審議会 


	01_説明資料表紙
	スライド番号 1

	02_地財法参照条文
	スライド番号 1

	03_機構概要&貸付残高
	スライド番号 1

	04_141101 貸付額の推移
	スライド番号 1

	05_141101 機構の基本的な仕組み
	スライド番号 1

	06_現行の納付金算定方法について
	スライド番号 1

	07_納付金の算定について
	スライド番号 1

	08_公営競技売上・繰出・納付金推移
	配慮措置前後並列

	09_公営競技納付金制度に係る要望について
	スライド番号 1

	10_H22地財審意見
	スライド番号 1


